
厚木市子育てパスポートＡＹＵＣＯ事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内商業店舗の販売促進及び子育て世帯を支援する仕組み作り 

を促進するため実施する厚木市子育てパスポートＡＹＵＣＯ事業（以下「本事業」

という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

(1) ＡＹＵＣＯカード 対象者からの申請に基づき市長が交付するもので、本事業

の対象であることを証明するカードをいう。 

(2) サポーター店舗 子育て支援に理解があり、本事業の趣旨に賛同する商店、企

業等であって、市長が認定した後、市内において割引、特典等の提供サービスの

提供が可能な店舗をいう。ただし、次に掲げる団体を除く。 

  ア 特定の政治団体及び宗教団体 

イ 公序良俗の観点から、本事業にふさわしくないと市長が判断した団体 

(3) サポーター店舗ステッカー サポーター店舗に交付するもので、本事業の対象 

であることを証明するステッカーをいう。 

(4) 提供サービス ＡＹＵＣＯカードをサポーター店舗に提示することで受けら

れる割引、特典等のサービスをいう。 

（対象者） 

第３条 ＡＹＵＣＯカードの交付を受けることができる者は、18歳に達する日以後の

最初の４月１日を迎えるまでの子と同居する保護者とする。 

（ＡＹＵＣＯカードの申請） 

第４条 ＡＹＵＣＯカードの交付を受けようとする者は、別に定める子育てパスポー

トＡＹＵＣＯ会員利用規約に同意の上、市長に申請しなければならない。 

（ＡＹＵＣＯカードの交付） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、ＡＹＵＣＯカードを交付するものとす

る。 

（ＡＹＵＣＯカードの有効期間） 

第６条 交付するＡＹＵＣＯカードの有効期間は、同居する全て子が18歳に達する日

以後の最初の４月１日を迎える日までとする。 

（ＡＹＵＣＯカードの利用登録の取消し） 



第７条 市長は、別に定める子育てパスポートＡＹＵＣＯ会員利用規約に違反した場 

合又は利用登録者の利用状況が本事業の趣旨にふさわしくないと判断した場合は、 

ＡＹＵＣＯカードの利用登録を取り消すことができる。 

（サポーター店舗の申請及び認定等） 

第８条 サポーター店舗になろうとするものは、提供サービスを設定し、別に定める 

子育てパスポートＡＹＵＣＯサポーター店舗利用規約に同意の上、市長に申請しな 

ければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、サポ 

ーター店舗ステッカーを交付するものとする。 

３ サポーター店舗の認定を辞退する場合は、子育てパスポートＡＹＵＣＯサポータ 

ー店舗認定取消しを市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、サポーター店舗が、虚偽の申請により認定を受けた場合その他市長がサ  

ポーター店舗にふさわしくないと判断した場合は、サポーター店舗の認定を取り消

すことができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成18年５月１日から施行する。ただし、第5条から第７条までの規定

は、平成18年8月1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成19年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成23年10月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項及び第４条の

改正規定、並びに第１号様式の改正規定中「□「申請者」と「お子さん」全員の「外

国人登録原票記載事項証明」」及び「外国人登録原票記載事項証明」を削る部分は、同

年７月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年10月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成 27年 10月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年 10月１日から施行する。 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行う

ことができる。 


